
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tax Analysis 
 

OECDによる最新のパブリック
コンサルテーション：グローバ

ル税源浸食防止提案（第二の

柱） 
 
2019年 11月 8日、経済協力開発機構（OECD）は「グローバル税源浸食防止
提案（Global Anti-Base Erosion Proposal。以下「GloBE提案」）に関するパブ
リックコンサルテーション文書を公布した。本 Tax Analysisでは、パブリック
コンサルテーションの背景・パブリックコンサルテーション文書の内容・

OECDの今後の作業スケジュール・私どもの考察について説明する。 
 
1、 背景 

 
OECDは、2019年 10月 9日に公布された経済のデジタル化に伴う課税の「統
合的アプローチ」（第一の柱）1 に関するパブリックコンサルテーション文書に
続き、2019年 11月 8日に「GloBE提案」（第二の柱）2に関するパブリックコ

ンサルテーション文書を公布した。当該 2つのパブリックコンサルテーション
文書の公布は、2019年 5月 31日に公布された「作業プログラム：経済のデジ
タル化に伴う課税問題の対応に関するコンセンサス解決策の作成」（以下「作

業プログラム」）以降、OECDによる検討が推進された結果といえる。なお、
現在、当該 2つのパブリックコンサルテーション文書について、OECD/G20包
摂的枠組みに参加する 130余りの加盟国の間で、未だ合意に至っていない状況
である。 
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1 OECDが 2019年 1月 29日に公布した「ポリシーノート：経済のデジタル化に伴う課税問題への対応」及び 2019年 5月に公布した「作業プ
ログラム」によれば、第一の柱では、「多国籍企業の所得に係る課税権の各国間への割り当てについて、ネクサスルールと利益配分ルール

（特に市場国やユーザー国への利益と課税権の配分）を考慮した上で対処すること」が目標とされている。詳細については、11月 5日に発行
された Tax Analysis「OECDによるパブリックコンサルテーション：経済のデジタル化に伴う課税への「統合的アプローチ」の提案」を参照
のこと。 
2 OECDが 2019年 1月 29日に公布した「ポリシーノート：経済のデジタル化に伴う課税問題への対応」及び 2019年 5月に公布した「作業プ
ログラム」によれば、第二の柱では、「その他の BEPS問題への取り組みとして、自国の税源を低税率地域への利益移転から保護するルール
を構築すること」が目標とされている。 
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第二の柱「GloBE 提案」では、多国籍企業の所得に係る実効税率が、ミニマム
税率を下回らないよう確保することで、税源浸食問題の体系的かつ総合的な解

決の実現が、その目的とされている。GloBE 提案の適用対象は「高度にデジタ
ル化された企業」に限定されていない一方、「経済のデジタル化において、高

度にデジタル化された企業により、無形資産の特性である重要なバリュードラ

イバーを利用することで、ストラクチャリングを通じた利益の移転」という問

題の解決に、寄与することが期待される。そのため、GloBE 提案は、デジタル
化された企業に対して、潜在的な影響をもたらす可能性が想定される。 
 
「作業プログラム」によると、GloBE 提案は相互に関連する以下の 2つの要素
から構成されており、さらに具体的な「4つのルール」に集約されている。 
 
• 居住地国所得合算ルール 
o 所得合算ルール（an income inclusion rule）：被支配法人又は外国支店
の所得に係る実効税率が、ミニマム税率を下回る場合、その所得に対し

てミニマム税率まで課税する。 
 

o スイッチオーバールール（a switch-over rule）：恒久的施設に帰属する
利益又は無形資産から得られる利益に係る実効税率が、ミニマム税率を

下回る場合、居住地国での二重課税排除方式を、国外所得免除方式から

外国税額控除方式に切り替える。 
 
• 税源浸食支払に対する源泉地国での控除否認・課税ルール 
o 軽課税支払ルール（an undertaxed payments rule）：関連者への支払い
の際に、源泉地国外のミニマム税率以上の課税を受けなかった場合、源

泉地国における当該支払いの損金算入の否認、又は源泉徴収に基づく課

税方式（源泉徴収税を含む）の採用を実施する。 
 

o 課税対象ルール（subject to tax rule）：軽課税支払ルールの補完とし
て、海外送金に係る源泉地の国外で、ミニマム税率以上の課税を受けな

かった場合、源泉地国において当該送金を源泉徴収その他の課税の対象

とし、かつ特定所得項目に対する租税条約上の恩典適用を否認する。 
 
11月 8日に公布されたパブリックコンサルテーション文書では、第二の柱に関
する以下の 3つのテクニカル上の課題の詳細について、説明された。 
（1） 課税ベースの決定における財務諸表の使用 
（2） 実効税率算定における高税率所得と低税率所得との合算（ブレンディ

ング） 
（3） 適用対象除外（カーブアウト）及び閾値の設定 
 
2、 パブリックコンサルテーション文書の主要内容 
 
パブリックコンサルテーション文書において述べられた 3つの要点は、以下の
通りである。 
 
2.1  課税ベースの決定 
 
GloBE 提案は、多国籍企業の実効税率に関する判断を前提とするものである。
そして、実効税率の計算の際には、分母（課税所得）と分子（納付税額）を確

定しなければならない。OECDが 2019年 5月に公布した「作業プログラム」
で「財務会計（連結財務諸表）をスタート地点として、適切な調整を加えて得

た会計上の利益を、実効税率計算の分母（課税所得）として使用する。また、

実際の納付税額又は会計上の所属税費用（要調整）を、実効税率計算の分子と

して使用する」ことが提案された。OECDによるこの提案の目的の 1つとして
は、「ルールの簡素化とコンプライアンスコストの低減」が挙げられる。 
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(A) 会計基準の選択 
 
財務会計（連結財務諸表）をスタート地点とする場合、会計基準の選択が問題となる。会計基準の選択に際して想

定される問題は、以下の通り説明された。 
 

• 問題 1：選択すべき会計基準について、親会社に適用される（又は親会社が使用する）もの又は、現地の報
告目的で子会社に適用される（又は子会社が使用する）ものか、いずれかについて、パブリックコンサル

テーション文書で、統一された基準を使用することの必要性、及び想定される全ての選択肢と各選択肢の

メリット・デメリットについて述べられた。しかしながら、運用の方向性に関するアドバイスは、提示さ

れていなかった。  
 

• 問題 2：GloBE提案にとって、どの会計基準がより受け入れられやすいのかという問題について、パブリ
ックコンサルテーション文書において、一般に公正妥当と認められる会計基準の使用が推奨された。 

 
例えば、権限のある当局から一般に公正妥当と認められる会計原則（GAAP）又は国際会計基準（IFRS）に基づく
連結財務諸表の作成を求められた上場企業の存在に鑑みれば、GAAPと IFRSは、その選択肢として考えられる。
ただし、多国籍企業の中には、非上場企業も存在している。それらの非上場企業に対して、いずれかの会計基準に

基づく連結財務諸表の作成は、法的に義務付けられてはいない。実効税率の計算における会計基準の選択に際し

て、上述の状況を考慮に入れなければならないと考えられる。 
 

(B) 差異の調整 
 
パブリックコンサルテーション文書では、「会計上の利益と税務上の所得との間に大きな差異が存在する可能性が

あることを考慮し、会計上の利益に対して調整を加える必要がある」と指摘された。会計上の利益と税務上の所得

との間に生じる差異は、一般的に永久差異と一時差異の 2種類に分けられる。 
 
パブリックコンサルテーション文書では、永久差異を引き起こしうる幾つかの状況が挙げられた。その上で、永久

差異への対応に関する幾つかの問題点（例：どのように永久差異を調整すべきか）に関するパブリックコメントが

求められた。パブリックコンサルテーション文書では、一時差異への対応について 3つのアプローチが提案され、
パブリックコメントが求められた。 
 
a) ミニマム税額超過分の繰越：一時差異の影響は、ミニマム税率超過分税額の繰り越し及び租税属性（“tax 

attributes” 繰越欠損金や税額控除といった、会計処理とは異なる租税法上の特別な処理をいう）の繰り越しを
通じて解消できる。このアプローチは、以下の 3つのルールに基づき運用される。 
 

• ルール 1：ある年度に子会社が、所属の課税管轄区域に、ミニマム税率に基づき算出された税額を超えて税
金を納付した場合、超過分は繰り越される。その将来年度において、当該子会社の納付税額が、ミニマム

税率に基づき算出された税額を下回った場合、繰越分は当該将来年度に納付した税額として取り扱われ

る。 
• ルール 2：ルール 1と逆の状況の際に、適用される。ある年度に子会社が、所属の課税管轄区域に納付した
税額がミニマム税率に基づき算出された税額より少なく、親会社が所得合算ルールの下で、当該子会社の

所得に対して税金を納付した場合において、その将来年度に当該子会社が、所属の課税管轄区域に、ミニ

マム税率に基づき算出された税額を超えて税金を納付したときは、親会社は、その超過分に対して、税額

の還付又は親会社のその他の未払税額からの控除を申請できる。 
• ルール 3：子会社の営業損失は繰り越され、将来年度に、当該子会社の会計上の利益から控除される。 

 
b) 税効果会計の運用：税効果会計を運用する場合、ある期間の所得税費用は、当該期間の納付税額に関わらず、

当該期間の会計上の利益に基づき算定される。また、IFRS及び、その他一般に使用される会計基準に基づき
連結財務諸表を作成している多国籍企業では、すでに税効果会計が運用されている。そのため、OECDは、こ
のアプローチの運用によって、コンプライアンスに関する負担は軽減されると指摘した。 
 

c) 複数年度の平均実効税率の使用：複数年度における子会社の合計所得と合計納付税額に基づき、複数年度の平

均実効税率を計算する（例：当期及び複数の過年度のデータを使用できる）。このアプローチは、損失・ミニ

マム税額超過分・その他の租税属性の繰越に関する個別のルールの策定は、必ずしも必要とはされないため、

よりシンプルであるという利点がある。 
 



2.2 ブレンディング （Blending） 
 
実効税率の算定の際に、納税者が同じ事業体又は同じグループ内の異なる事業体から、低税率所得と高税率所得と

を合算できる範囲を明確に定める必要がある。「作業プログラム」において、異なる源泉からの高課税所得と低課

税所得とを合算できる範囲は「ブレンディング」と称された。 
 
「作業プログラム」では、「事業体ブレンディングから、全世界ブレンディングまで、様々なブレンディングの選

択肢を検討する必要があり、その中でもとりわけ、国・地域ブレンディングと全世界ブレンディングについて重点

的に検討する必要がある」と指摘されていた。これを受け、パブリックコンサルテーション文書では、以下の 3つ
のアプローチについて検討が行われた。 
 

a) 全世界ブレンディングアプローチでは、多国籍企業は、合計外国所得及び当該所得に対する合計外国税額を集

計する必要がある。また、外国実効税率（すなわち、合計外国税額/合計外国所得）がミニマム税率未満の場
合、当該多国籍企業は、追加納税を行う必要がある。 

b) 国・地域ブレンディングアプローチでは、多国籍企業は、異なる課税管轄区域間で外国所得を配分する必要が

ある。また、配分された所得に係る実効税率が、ミニマム税率を下回る課税管轄区域から得た利益に対して、

当該多国籍企業は、追加納税を行う必要がある。 
c) 事業体ブレンディングアプローチでは、多国籍企業は、グループ内の各事業体（国内事業体の外国支店を含

む）の所得と納付税額を集計する必要がある。また、国外事業体（または外国支店）に適用される効税率がミ

ニマム税率未満の場合、当該多国籍企業は追加納税を行う必要がある。 
 
当該 3つのアプローチは、以下の事項に与える影響又はその対処方法が異なるため、運用面で、相違するメリッ
ト・デメリットが存在する。パブリックコンサルテーション文書では、各アプローチにおいて生じる可能性のある

影響について、パブリックコメントが求められた。 
 

• 実効税率の変動に及ぼす影響 
• 連結財務諸表情報の使用（例：所得及び外国税額について、国内と国外の区分（全世界ブレンディングの

場合）、または国・地域レベル又は事業体レベルの区分（国・地域ブレンディング及び事業体ブレンディ

ングの場合）が必要である）及び関連の財務データの作成におけるコンプライアンスコスト 
• 本店・支店間における所得の配分 
• 課税上、透明な事業体の所得配分 
• 他国で生じた税額の控除 
• 配当金とその他の分配の取り扱い 

 
2.3 適用除外と閾値の設定 
 
「作業プログラム」では、以下の問題に対して、GloBE提案の適用を制限する除外範囲と閾値との設定について規
定すべきであると指摘された。 

• BEPS行動 5「有害な租税慣行への対応」に準拠した税制、及びその他の実質ベースのカーブアウトアプロ
ーチ 

• 有形資産に対するリターン 
• 特定の閾値を下回る関連者間取引を行っている被支配会社 

 
また、「作業プログラム」では、GloBE提案の適用を制限する除外範囲と閾値との設定について、以下のオプショ
ン・問題に関する検討が求められた。 

• 売上高、又はグループの規模を表すその他の指標に基づく閾値 
• 利益/金額が少ない取引、又は事業体を除外するためのデミニマス基準値 
• ミニマム閾値の設定を通じて、金額が小さい事業体又は取引の除外 
• 特定のセクター又は産業の除外  

 
パブリックコンサルテーション文書では、「適用除外は、事実及び状況に基づく定性的な評価、又は公式などの客

観的な基準により行うことができる」と述べられた。また、これに関連するパブリックコメントが求められた。 
 
3、 OECDの今後の作業スケジュール 
 
2019年 12月 2日までに、第二の柱のパブリックコンサルテーションに関する意見の提出が求められ、2019年 12



月 9日に、パリで公聴会が開催される予定である。 
 
OECD/G20の包摂的枠組において「軽課税支払ルール」や「課税対象ルール」についてより明確な枠組が策定され
た際に、当該ルールの詳細について、更なるパブリックコンサルテーションが行われる予定である。 
 
4、 私どもの考察 
 
「作業プログラム」において提示された第二の柱に関連した 4つのルールについて、パブリックコンサルテーショ
ン文書では、非常に限定的な説明が提示されている。また、多国籍企業の実効税率の決定について詳しい検討を行

い、参考として、複数のアプローチとそのメリット・デメリットの分析が提示された。しかしながら、運用の方向

性についてのアドバイスは、提示されておらず、論点の提示や質問を通じてパブリックコメントが求められた。な

お、注目されている「ミニマム税率」の数値に関しても、パブリックコンサルテーション文書では、検討が行われ

なかった。パブリックコンサルテーション文書で、その一部の事例分析に 15%の税率が使用されているが、OECD
事務局は、「当該税率はあくまで事例分析用に提示したものであり、合意されたミニマム税率ではない。GloBE提
案の主要な要素の設計が完了した後、「ミニマム税率」に関する検討を行う」と述べた。 
 
歓迎されるべきこととしては、「作業プログラム」で提示された GloBE提案の作成にあたって遵守すべき原則が、
パブリックコンサルテーション文書によって、再確認されたことが挙げられる。その原則とは、「簡素化されたル

ールに基づいて、コンプライアンスコスト・徴収管理コスト・二重課税リスクの軽減を目指す」ということであ

る。これは、閾値や適用除外範囲の設定など、「作業プログラム」及びパブリックコンサルテーション文書の随所

に反映されている。しかし、GloBE提案に関わる内容のテクニカル上の複雑性、及び各国の立場の相違を考慮する
と、OECD/G20包摂的枠組において上述の原則が遵守されたとしても、GloBE提案の本格導入までには、時間を要
することが予想される。 
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